
【キャリア形成促進プログラム認定後の公表様式】

昼夜の別

身に付けること
のできる能力

企業等連携
授業時数

又は単位数
※４

プログラム
修了要件

看護専門課程助産学科正規課程 医療

正規課程/履修証明プログラム 分野

設置者名 設立認可年月日 代表者名

プログラムの名称

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定プログラムにおいては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映した内容を公表
することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください。

２.「直近の修了者数」、「修了者のうち就職者数」、「修了者のうち就業者数」（※２）
「直近の修了者数」、「修了者のうち就職者数」、「修了者のうち就業者数」の欄には、正規課程については公表年月日年度の前年度の実績人数を、履修証明プログラムについては公表年月日
の時点において最後に修了者を出した直近の開講時期における実績人数を記入してください。　各実績人数は、学校が把握している範囲での数字を記入してください。
「修了者のうち就職者数」の欄には、推薦プログラム修了後に推薦プログラムの対象とする職業に就職した受講者数を記入してください。
「修了者のうち継続在職者数」の欄には、推薦プログラム受講時に在職していた企業等に推薦プログラム修了時点において引き続き在職した受講者数を記入してください。

３.　認定年月日（※３）
キャリア形成促進プログラムとしての認定年月日を記入してください。初回認定の場合は空欄としてください。

４．授業時数又は単位数の表記（※４）
推薦プログラムが正規課程で時間制の場合は単位時間数、正規課程で単位制の場合は単位数、履修証明プログラムの場合は時間数を記入してください。

当該プログラム
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/midwifery

認定年月日※３ 2019/1/17

100%

成績評価の
基準・方法

・認定試験の成績で100点満点のすべて60点以上で臨地実習に進むことがで
きる。
・臨地実習では、助産診断・技術学実習Ⅰ（妊娠期実習）は25項目、助産診
断・技術学実習Ⅱ（分娩期実習）は39項目、助産診断・技術学実習Ⅲ（産褥
期・新生児期実習）は、23項目の評価表に基づき評価している。地域母子保
健実習、助産管理実習は成果物で評価している。
・所定時間数の2/3以上の出席が評価対象となる。

・全ての科目を合格し、科目の単位を全て修得していること
・出席すべき日数の2/3以上出席

総授業時数
又は単位数

※４

1,005時間／30単位
要件該当授業時
数又は単位数

※４

1,005時間／30単位

カリキュラム内容

（電話）

本校カリキュラムは看護師の資格を持った者がさらに1年間かけて助産に特化した専門プログラムを受講することで、社会人（看護師）のキャリアアップを目指すことを目的とする

開講時期
前期：４月１日～９月30日
後期：10月１日～３月31日

直近の修了者数※２ 修了者のうち就職者数※２ 修了者のうち就業者数※２

21人 21人 21人

プログラムの
目的

　本プログラムは、看護師の資格を持った者がさらに1年間かけて助産に特化した専門プログラムを受講することで、社会人（看護師）のキャリアアップを目指すことを目的とす
るものである。　本校の教育理念に基づき、看護の基礎教育を基に、さらに助産に必要な専門的な知識、技術、態度を養うとともにどのようにしたら女性やその家族にとって安
全、安楽で満足のいく質の高い助産サービスが提供できるかを追求する。そのためには医師の指示に従って看護を提供するだけでなく、助産学の立場から責任をもって主体
的に問題解決に取り組める人材を育成するとこを目指している。

対象とする職業
の種類

平成21年4月1日 21人

075-502-9500

開設年月日

495時間／11単位
要件該当授業時数

/総授業時数
※４

生徒定員 修業年限・修業期間

075-354-6101

（別紙様式４）

キャリア形成促進プログラムの基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

令和３年１０月１日※１
（前回公表年月日：令和２年１０月１日）

社会人が受講
しやすい工夫

■社会人が受講しやすい工夫の内容
（例）休日・週末・早朝・夜間の開講、長期休暇時における集中開講、IT活用、経済的支援制度の整備、補講の実施、託児サービスの実施、就職サポート等
入学予定者には、受講に備えての学習課題を課し、4月からの授業がスムーズに入れるようにしている。授業開始後は0時間授業及び放課後授業の実施で、知識の定着を
図っている。又、徹底した補講の実施により技術の習得を図る。これらは、強制でなく、参加できない日には、自己学習できる資料を配布し、自宅学習が可能としている。夜間
実習、週末実習の場合は翌日代休を取り、体調管理を図っている。経済面では、専門実践教育訓練給付金の指定を受け、休業中の経済的支援を受けることができる。就職
率は100％であり、卒後のサポートも行っている。

■修了時に付与される資格等：　　　　　　　　有
※有の場合、資格等の詳細を記入

助産師国家試験受験資格、受胎調節実地指導員、ＮＣＰＲ、母体急変時の初期対応（Ｊ－ＣＩＭＥＬＳ認定）ベーシックコース

京都府医師会看護専門学
校

昭和52年11月30日 松井　道宣
〒607-8169
京都府京都市山科区椥辻西浦町１－１３

（電話）
所在地

一般社団法人
京都府医師会

昭和22年11月1日 会長　松井　道宣
〒604-8585
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町６

助産師

■身に付けられる知識、技術及び技能
１．女性に優しい自然出産を独立して行えるために必要な正常経過の診断お
よびケア、正常からの逸脱の判断およびケアができる能力
２．女性やその家族にとって安全、安楽で満足なお産とは何かを追求し、女性
の持つ力を最大限に発揮できるよう科学的根拠に基づいたケアが提供でき
る。また、研究的思考を持ち行ったケアを検証し、ケアの質の向上を図ること
のできる能力。

■得られる能力
１．出会ったお産の一つひとつに敬意を表し、女性とその家族が新しい子ども
を迎え入れ家族として機能する過程を支援することのできる能力。
２．安心して主体的に子供を産み育てられる環境を整えるための助産師の役
割を理解し、多職種とも連携・協働しながら子育て支援についての具体的な
支援が出来る能力。
３．助産師は、各ライフステージにおける女性への支援者であることを理解
し、リプロダクティブ・ヘルスの増進を図るための相談、教育、援助活動ができ
る能力。特に思春期を中心とした性教育、性の健康相談が出来る能力。

１年／12か月



種別
①
①
①
①③
②
②
②
②
③
③
③
③
③
③

橋本　登喜子 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和3年６月～令和4年3月（1年）

中川　昌男 京都府医師会看護専門学校　事務局長 令和3年６月～令和5年６月（２年）

秋山　寛子 京都府医師会看護専門学校　副校長 令和3年６月～令和5年６月（２年）

橋戸　好美 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和3年６月～令和5年６月（２年）

渕見　美佐江 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和3年６月～令和5年６月（２年）

片岡　正人 片岡医院　院長 令和3年６月～令和5年６月（２年）

山内　宏哲 やまうちクリニック 令和3年６月～令和5年６月（２年）

角井　弘之 京都府医師会看護専門学校　教育顧問 令和3年６月～令和5年６月（２年）

松田　義和 京都府医師会　理事 令和3年６月～令和5年６月（２年）

西村　秀夫 西村耳鼻咽喉科医院　院長 令和3年６月～令和5年６月（２年）

東　義人 医仁会武田総合病院尿路結石治療センター　センター長 令和3年６月～令和5年６月（２年）

授業内容が効果的に提供できるよう、学習環境の整備、学習教材の購入
・国家試験対策の検討・実習施設を確保し、実習環境を整える。
・図書室利用の整備（図書管理システムの利用と開室時間の延長）

2020年度第２回　2021年３月23日　　午後２時～３時

2021年度第１回　2021年６月９日　午後２時～３時

　学校で学んだ理論・方法を統合し、現場の医療機関や企業と連携を図りながら実際の看護場面で応用展開することにより、
看護の基礎的能力を習得するとともに心豊かな助産師を育成する。

１．「対象とする職業に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教
育課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方
針

　京都府医師会看護専門学校組織図に明記されている通り、各課程ごとに設置されている教務会議において教育課程編成
の素案が作成され、その素案を基にして主任会議において協議検討を行う。協議検討の結果、編成案を作成し、教育課程編
成委員会の位置付けである学校運営会議において協議、検討し承認する。
・「学則」第24条（会議の種類）で「学校運営会議」が設置され、又第25条（重要事項）に学校運営の重要事項は、「学校運営
会議」で決議することが明記されている。
・これに基づき「学校運営会議」が設置され、「学校運営会議規程」が制定されている。その第４条（審議事項）の中に②教育
課程の編成に関する事項が明記されている。
・又、第２条により「構成及び任期が決められ、校長以下校内教職員、又講師（若干名）で審議し、その審議内容は、第５条に
より議事録を作成して保管することとしている。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

医療の進歩に伴いその変化に対応できるよう、実習施設を中心とした企業と定期的な会議をもち、意見交換を行い連携を密
にはかるとともに、実習時における学生の評価を的確に行えるようする。また、社会の要請・地域住民のニーズに対応できる
看護専門職業人として必要な知識・技術・態度が提供できるよう教育内容・方法の改善を行う。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

令和3年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期
松井　道宣 京都府医師会看護専門学校　校長 令和3年６月～令和5年６月（２年）

北川　靖 京都府医師会看護専門学校　副校長 令和3年６月～令和5年６月（２年）

武田　貞子 京都府医師会看護専門学校　副校長 令和3年６月～令和5年６月（２年）

（１）企業等と連携して行う授業における連携の基本方針

※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の➀～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載ください。）
➀推薦プログラムが対象とする職業の属する業界全体の動向に関する知見を有する業界団体等の役職員
②推薦プログラムが対象とする職業に関連する学会や学術機関等の有識者
③推薦プログラムが対象とする職業に係る実務に関する知識、技術及び技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期
年２回（６月・３月）

（開催日時（実績））

2020年度第１回　2020年７月９日　　午後２時～３時

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

２．「対象とする職業に関する企業等と連携して行う授業等その他の実践的な方法よる授業等が、別の定めるところにより、
総授業時数の一定割合以上を占めていること。」関係



助産管理実習

助産管理実習を通して下記の目標を達成することを目的とす
る。
 
(1) 病院・助産所における助産業務管理について学び、助産業
務の将来的な展望と課題について検討する。
(2) 助産ケアの質向上につながる看護体制、組織管理のありよ
うを学ぶ。
(3) 他機関、他部門、他職種との連携の必要性を理解する。
(4) 母子の健康をまもるための社会資源の把握とその運用を学
ぶ。

三菱京都病院
宮元産婦人科

宇治徳洲会病院
舞鶴共済病院

助産院しんかい
みき助産院

地域母子保健実習

地域母子保健実習を通して下記の目標を達成することを目的と
する。
(1) 地域で生活する人々を対象とした母子保健活動の意義や課
題について検討することができる。
(2) 地域母子保健活動に参加および運営することで他職種との
連携および調整を行なえる能力を養う。
　また、助産の対象となる人々への健康生活の向上に向けての
助産師の役割と課題を検討することができる。
(3) 子どもたちが心身ともに健やかに育つためのより良い環境
について検討することができる。

三菱京都病院
宮元産婦人科
舞鶴共済病院

助産院しんかい
みき助産院

京都市保健福祉センター
洛東高等学校

助産診断・技術学実習Ⅰ
（妊娠期実習）

　妊娠期の実習を通して下記の目標を達成することを目的とす
る。

(1）妊娠経過の診断、分娩時期、分娩様式の予測ができる。
(2）妊娠の身体的・心理的・社会的適応の診断ができる。
(3）診断にもとづいて、妊婦およびその家族に対して健康生活
に必要なケアならびに主体的かつ満足な分娩 にむけての準備
教育ができる。
(4)ハイリスク妊婦の助産診断および生活支援を指導のもと実
践できる。

三菱京都病院
宮元産婦人科

宇治徳洲会病院

助産診断・技術学実習Ⅱ
（分娩期実習）

　分娩期の実習を通して下記の目標を達成することを目的とす
る。
（1）分娩開始、分娩経過を診断し、分娩期のケア計画を立案
し、産婦及び家族に対するケアができる。
（2）助産の原理と基本的技術に基づいて、分娩介助ができる。
（3）出生直後の新生児のケアができる。
（4）異常の発生予防と早期発見及び異常発生時の救急処置に
ついて説明できる。
（5）助産過程を評価し、主体的でかつ産婦や家族にとって満足
なお産であるための助産師の行動を説明できる。

三菱京都病院
宮元産婦人科

宇治徳洲会病院
舞鶴共済病院
中部産婦人科

京都府立医科大学附属北部
医療センター

医仁会武田総合病院

（３）実践的な方法による授業のうち、企業等と連携して行う授業の具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について

科　目　名

（２）企業等と連携して行う授業における連携内容
※授業内容は方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

助産診断・技術学実習Ⅲ
（産褥期・新生児期実習）

　産褥の実習を通して下記の目標を達成することを目的とす
る。
(1）褥婦の復古現象、進行現象、母親役割適応過程の診断が
できる。
(2）アセスメントに基づいて計画を立案し、母子および家族に対
して健康生活に必要な支援ができる。
(3）地域に根ざした母子保健サービスが受けられるよう他職種と
の連携・協働のありようを学ぶ。
(4）母子および家族の人間としての尊厳、価値観、権利を尊重
する態度がとれる

三菱京都病院
宮元産婦人科

宇治徳洲会病院
舞鶴共済病院

京都府立医科大学附属北部
医療センター

科　目　概　要 連　携　企　業　等

１．病院や施設において、看護を実践するために必要な基本的助産技術を習得する。
２．対象に合わせた看護過程の展開を行うとともに、看護実践を通して医療チームの一員として助産師の役割を学ぶ。



３．「企業等と連携して、教員に対し、対象とする職業に係る実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦プログラムの教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記
教員の資質の向上および専門分野の研修・学生への指導力向上のために、研修計画を策定し積極的に研修を受ける機会を設けるとともに、情報の
共有の機会を設け報告会を行う。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等
研修名：第1回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年7月11日（土）　対象：教員
内容：指定規則改正のポイント
講師：山田 雅子氏（聖路加国際大学大学院看護学研究科在宅看護学分野・教授）他2氏

研修名：第２回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年7月19日（日）　対象：教員
内容：地域・在宅看護論の位置づけと教育内容
講師：山田 雅子 氏（聖路加国際大学大学院看護学研究科在宅看護学分野・教授）他2氏

研修名：第３回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年9月19日（土）　対象：教員
内容：ICT活用のための基礎的能力の育成／専門職連携教育の理解と導入
Part1 ICT活用のための基礎的能力の育成
Part2 専門職連携教育の理解と導入
講師：西村 礼子 氏（東京医療保健大学医療保健学部看護学科・准教授）他2氏

研修名：第４回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年11月7日（土）　対象：教員
内容：カリキュラムの評価と開発
講師：池西 靜江 氏（Office Kyo-Shien代表、日本看護学校協議会会長）他2氏

研修名：第５回カリキュラム編成準備セミナー【オンライン受講】（連携企業：あり）
期間：2020年11月8日（日）　対象：教員
内容：臨床判断能力に必要な基礎的能力の強化
講師：山内 豊明 先生（放送大学大学院・教授／名古屋大学・名誉教授）他2氏

②指導力の修得・向上のための研修等
研修名「日本看護学校協議会　教務主任養成講習会」（連携企業：　あり　）
期間：2019年４月～2021年3月　　　　　　　対象：教員（教務主任）
内容：「看護教育における教育課程・教育方法の開発能力を養うとともに、看護教員に対する指導的な役割を果たす能力
を磨き、看護学校運営を推進する能力を啓発する」

研修名：看護師国家試験分析レポート＆受験指導対策セミナー　2020・春【分析編】（連携企業：あり）
期間：2020年6月22日～29日　対象：国家試験対策教員
内容：
Section1 看護師国家試験の現状と動向
Section2 第109回看護師国家試験問題の特徴
Section3 看護師国家試験問題の難易度
Section4 過去問題と関連する出題の例
Section5 新出題問題から読み取る出題傾向
Section6 効果的な国家試験対策学習方法
Section7 看護教員に求められる国家試験対策指導
Section8 学習困難者を合格まで導くための方策
Section9 指導の実例
Section10 国家試験対策の年間スケジュール例
講師：杉本由香氏(学研メディカル秀潤社 基礎看護編集部アドバイザー)

研修名「ナイチンゲール看護研究所セミナー」（連携企業：あり）
期間：2020年７月４日（土）　　対象：教員
内容：「『新版　ナイチンゲール看護論・入門』を通して」
講師：ナイチンゲール研究所　金井　一薫　氏

研修名：看護職員確保対策特別事業（連携企業：あり）
期間：2020年9月19日～20日　対象：教務主任
内容：「指定規則改正に伴う看護師等養成所カリキュラム改正」
講師：池西静江氏　他

（３）研修等の計画
①推薦プログラムが対象とする職業に係る実務に関する研修等
研修名「日本看護シミュレーションラーニング学会学術集会」（連携企業等：日本看護シミュレーションラーニング学会）
期間：2022年2月19日（土）　　　　　対象：教員
内容：看護シミュレーション教育の挑戦　大川宣容（高知県立大学看護学部）



種別
地域住
民
企業
卒業生
保護者

矢田　貴子 社会医療法人西陣健康会堀川病院 令和3年7月～令和4年7月（２
年）坪 井 由 加 里 医療法人財団康生会　武田病院 令和3年7月～令和4年7月（２
年）

　　　令和3年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

久米川　達弥 京都府立洛東高等学校 　校長
令和3年7月～令和4年7月（２
年）

小松　美香 京都府医師会看護専門学校　保護者 令和3年7月～令和4年7月（２
年）

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
情報提供方法：ホームページ

ＵＲＬ： 　https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/
公表時期： 令和3年11月1日

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況
・学校関係者評価委員会での協議内容を、毎週開催される「主任会議」（幹部職員による会議）において共有した後、全教職
員が参加する「合同会議」において全体に周知している。その中で課題となった項目について、各課程ごとに開催される「教
務会議」で、具体的な解決方法を検討し、改善に取り組んでいる。
・教員にアンケートをとり、具体的な方略について検討会を開催。
・教員の業務が複雑化しているため、教務事務を３名配置し、教員の事務作業負担軽減により、学生指導に時間をかけるよ
うにしている。
・実習施設が多岐にわたっているため、臨地実習指導教員の数が不足しており、実習指導経験のある非常勤教員の雇用を
促していく。
・国家試験対策については、国家試験対策教員を配置し、取り組んでいく。・退学率低減に向けて、教員の面談のみでなく、
心理カウンセラーにっよる個別指導・教育顧問による個別面談により、継続して学生をフォローし担任との連携を図る。
・卒業生が就職してすぐにドロップアウトしないように、1年次より事前のインターンシップ参加への呼びかけをしていく（担任ま
たは教務主任）。
（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

（８）財務 経営管理
（９）法令等の遵守 法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流 ―

（１）教育理念・目標 教育理念・目標

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条の規定による評価を行い、その結果を公表しているこ
と。」「評価を行うに当たり、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

（５）学生支援 学生支援
（６）教育環境 教育環境
（７）学生の受入れ募集 学生の受け入れ募集

（２）学校運営 学校運営
（３）教育活動 教育推進活動
（４）学修成果 学修成果

実践的な職業教育等を目的とした自らの教育活動およびその他の学校運営についての自己評価の結果について、その達成
状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価し、学校として組織的・継続的な改善を図る。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

研修名「新人教員研修」（連携企業：なし）
期間：2020年８月17日（金）　　対象：教員（入職後２年以内）
内容「看護学校における看護教員の役割と心得等」

研修名：「研究授業」（連携企業：なし）
期間：2020年10月1日～2021年3月末　対象：教員（入職2年目）
内容：学習指導計画に基づいた授業指導案を作成し、効果的な授業に取り組む

研修名：「シンポジウム」（連携企業：なし）
期間：2020年12月22日（火）　対象：教員
内容：コロナ禍における代替え実習の工夫

研修名：「研究発表」（連携企業：なし）
期間：2021年3月23日（火）　対象：教員
内容：研究テーマにそって８演題の研究成果発表

②指導力の修得・向上のための研修等



URL:　　https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/

（１０）国際連携の状況 ―
（１１）その他 ―

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（７）学生納付金・修学支援 学生納付金・修学支援
（８）学校の財務 学校の財務
（９）学校評価 学校評価

情報提供方法：ホームページ

（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育・実践的職業教育
（５）様々な教育活動・教育環境 様々な教育活動・教育環境
（６）学生の生活支援 学生の生活支援

（１）学校の概要、目標及び計画 学校の概要、目標及び計画
（２）各学科等の教育 各学科等の教育
（３）教職員 教職員

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に
関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

助産師として必要な知識と技術を習得させるとともに、社会に貢献し得る有能な人材を養成することを目指しており、すべて
の人々に対して、透明性、公平性、継続性を基本にタイムリーな情報提供に努める。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目
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○ 助産学概論

女性の一生における性と生殖をめぐる健康課
題について支援する助産師の役割と責務につ
いて歴史的な変遷を振り返りながら学び、助
産学の特性を理解する。現代社会における助
産の課題を検討しながら、今後に期待される
助産師の社会的な責務と倫理について学ぶ。

○ ○

○ 人間の性・生殖

ヒトにおけるセクシャリティは、生殖と同様
重要な位置をなすことを踏まえ、各ライフサ
イクルにおけるセクシャリティとそれにまつ
わる課題について理解する。性とセクシャリ
ティを社会的・文化的構築物としてとらえる
視点を養成した上で、現代社会における性
（セクシュアリティ）の多様性が一見、他者
に対する寛容を醸成しながら、一方で、非連
帯状況を創り出している現状を検討する。

○ ○

○ 女性の健康科学

女性の生涯を支える助産師として、各ライフ
サイクルにおける健康上の課題とそれに応じ
た支援に必要な基礎知識を学ぶ。また、生殖
医療の実際とそれに付随した倫理社会的問題
を考える。

○ ○

○ 家族の心理・社会学

親になるということはどういうことなのか、
家族を築くとはどういうことなのかを学びな
がら夫婦が子どもを迎え新たな関係を築き、
絆を深める方略を考える。

○ ○

○ 妊娠の生理と病態

妊娠期の助産診断に必要な基礎的知識を学
ぶ。

○ ○

○
分娩･産褥期の生理と病
態

分娩期、産褥期の助産診断に必要な基礎的知
識を学ぶ。

○ ○

○
新生児・乳幼児の生理
と病態

新生児期、乳幼児期の助産診断に必要な基礎
的知識を学ぶ。

○ ○

○ 助産学研究

自らの研究テーマにそって研究計画を立て、
目的にそった結果を導き出すための能力を養
う。 △ ○

○
助産診断・技術学Ⅰ
（妊娠期）

妊婦の健康状態、健康生活、主体性を尊重し
た分娩への準備に必要な助産診断と助産技術
について学ぶ。 ○ △ △ ○

○
助産診断・技術学Ⅱ
（分娩期）

産婦の主体性を尊重した安全かつ安楽な分娩
の支援に必要な助産診断と助産技術について
学ぶ。 ○ △ △ ○

30/1

15/1

30/1

30/1

15/1

30/1

60/2

15/1

30/1

30/1

授業科目等の概要

分類

授業科目名 授業科目概要
授業時
数/単位

数

授業方法 実践的授業方法の種



○
助産診断・技術学Ⅲ
（産褥期）

褥婦の健康状態、健康生活、育児支援に必要
な助産診断と助産技術について学ぶ。
受胎調節実地指導員に必要な知識、技術を習
得する。 ○ △ △ ○

○
助産診断・技術学Ⅳ
（新生児期・乳幼児
期）

新生児期、乳幼児期の健康状態に関するアセ
スメントとそれに基づく適応過程への支援、
及びハイリスク新生児の観察に必要な助産診
断と助産技術を学ぶ。

○ △ △ ○

○
助産診断・技術学Ⅴ
（助産過程の展開）

妊娠期･分娩期・産褥期・新生児期の各時期
における助産診断とその診断に基づく助産過
程の展開を学ぶ。 △ ○

○ 健康教育演習

女性の健康科学で学んだ知識をもとに女性の
ライフサイクルに応じた健康支援の実際を学
ぶ。 ○ ○

○ 地域母子保健

施設や地域における助産師活動の実際につい
ての理解を深めながら、地域住民の多様な
ニーズに対応できる能力を養う。地域に根ざ
した母子保健サービスを提供するための他職
種との連携・協働のありようについて考察で
きる。

○ ○

○ 助産管理

助産所や産科病棟などの運営・管理を安全に
行なうための知識や技術を学ぶ。助産師の開
業について法的責任および職業倫理を学ぶこ
とで、助産師業務の効果的・効率的な管理運
営について学ぶ。

○ ○

○
助産診断・技術学実習
Ⅰ（妊娠期実習）

妊娠期の実習を通して下記の目標を達成する
ことを目的とする。

(1）妊娠経過の診断、分娩時期、分娩様式の
予測ができる。
(2）妊娠の身体的・心理的・社会的適応の診
断ができる。
(3）診断にもとづいて、妊婦およびその家族
に対して健康生活に必要なケアならびに主体
的かつ満足な分娩 にむけての準備教育がで
きる。
(4)ハイリスク妊婦の助産診断および生活支
援を指導のもと実践できる。

○ ○

○
助産診断・技術学実習
Ⅱ（分娩期実習）

分娩期の実習を通して下記の目標を達成する
ことを目的とする。
（1）分娩開始、分娩経過を診断し、分娩期
のケア計画を立案し、産婦及び家族に対する
ケアができる。
（2）助産の原理と基本的技術に基づいて、
分娩介助ができる。
（3）出生直後の新生児のケアができる。
（4）異常の発生予防と早期発見及び異常発
生時の救急処置について説明できる。
（5）助産過程を評価し、主体的でかつ産婦
や家族にとって満足なお産であるための助産
師の行動を説明できる。

○ ○

○

助産診断・技術学実習
Ⅲ
（産褥期・新生児期実
習）

産褥の実習を通して下記の目標を達成するこ
とを目的とする。
(1）褥婦の復古現象、進行現象、母親役割適
応過程の診断ができる。
(2）アセスメントに基づいて計画を立案し、
母子および家族に対して健康生活に必要な支
援ができる。
(3）地域に根ざした母子保健サービスが受け
られるよう他職種との連携・協働のありよう
を学ぶ。
(4）母子および家族の人間としての尊厳、価
値観、権利を尊重する態度がとれる。

○ ○
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○ 地域母子保健実習

地域母子保健実習を通して下記の目標を達成
することを目的とする。
(1) 地域で生活する人々を対象とした母子保
健活動の意義や課題について検討することが
できる。
(2) 地域母子保健活動に参加および運営する
ことで他職種との連携および調整を行なえる
能力を養う。
(3) 子どもたちが心身ともに健やかに育つた
めのより良い環境について検討することがで
きる。

○ ○

○ 助産管理実習

助産管理実習を通して下記の目標を達成する
ことを目的とする。
(1) 病院・助産所における助産業務管理につ
いて学び、助産業務の将来的な展望と課題に
ついて検討する。
(2) 助産ケアの質向上につながる看護体制、
組織管理のありようを学ぶ。
(3) 他機関、他部門、他職種との連携の必要
性を理解する。
(4) 母子の健康をまもるための社会資源の把
握とその運用を学ぶ。

○ ○

６　合計授業時数/単位数については、受講者が受講可能な全ての科目（必修・選択必修・自由選択を問わない）の合計単位時
間数等を記入すること。

（留意事項）
１　申請するプログラムで受講可能な全ての科目について記入すること。

２　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、主たる方
法について「○」を付し、その他の方法について「△」を付すこと。

３　一の授業科目について、企業連携、グループワーク、実務家授業、インターンシップのうち二以上の方法の併用により行う
場合については、主たる方法について「○」を付し、その他の方法について「△」を付すこと。

４　実践的授業方法の種別については、実施要項の３（６）の➀～④の要件に該当する授業科目について○又は△を付すこと。

５　授業時数/単位数については、推薦プログラムが正規課程で時間制の場合は単位時間数、正規課程で単位制の場合は単位
数、履修証明プログラムの場合は時間数を記入してください。

７　要件該当授業時数/単位数については、企業連携、グループワーク、実務家授業、インターンシップのいずれかに該当する
科目の合計単位時間数等を記入すること。
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